
第９２号議案 

 

八王子市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例設定について 

 

 八王子市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり

設定するものとする。 

 

  令和２年９月４日 

 

                提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

八王子市動物の愛護及び管理に関する条例（平成２６年八王子市条例第５４

号）の一部を次のように改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

（飼い主の責務） （飼い主の責務） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 動物（犬及び猫を除く。）の所有者は、

当該動物がみだりに繁殖してこれに適正な

飼養を受ける機会を与えることが困難とな

るようなおそれがあると認める場合には、

その繁殖を防止するため、生殖を不能にす

る手術その他の措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。 

４ 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖し

てこれに適正な飼養を受ける機会を与える

ことが困難となるようなおそれがあると認

める場合には、その繁殖を防止するため、

生殖を不能にする手術その他の措置を講ず

るよう努めなければならない。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（事故発生時の措置） （事故発生時の措置） 

第１７条 飼い主は、その飼養又は保管する

動物が人の生命又は身体に危害を加えたと

きは、適切な応急処置及び新たな事故の発

生を防止する措置をとるとともに、当該動

物が法第２５条の２に規定する特定動物

（以下「特定動物」という。）である場合

を除き、その事故及びその後の措置につい

て、事故発生の時から２４時間以内に、市

長に届け出なければならない。 

第１７条 飼い主は、その飼養又は保管する

動物が人の生命又は身体に危害を加えたと

きは、適切な応急処置及び新たな事故の発

生を防止する措置をとるとともに、その事

故及びその後の措置について、事故発生の

時から２４時間以内に、市長に届け出なけ

ればならない。 



２ （略） ２ （略） 

  

 （措置命令）  （措置命令） 

第１８条 市長は、動物が人の生命、身体若

しくは財産を侵害したとき、又は侵害する

おそれがあると認めるときは、当該動物が

特定動物である場合を除き、当該動物の飼

い主に対し、次に掲げる措置を命ずること

ができる。 

第１８条 市長は、動物が人の生命、身体若

しくは財産を侵害したとき、又は侵害する

おそれがあると認めるときは、当該動物の

飼い主に対し、次に掲げる措置を命ずるこ

とができる。 

 ⑴～⑸ （略）  ⑴～⑸ （略） 

  

（動物愛護推進員） （動物愛護推進員） 

第２０条 市長は、動物の愛護及び適正な飼

養等の推進について熱意と識見を有する市

民のうちから、法第３８条第１項の動物愛

護推進員を委嘱するよう努めるものとす

る。 

第２０条 市長は、動物の愛護及び適正な飼

養等の推進について熱意と識見を有する市

民のうちから、法第３８条第１項の動物愛

護推進員を委嘱することができる。 

２ （略） ２ （略） 

  

 （動物監視員）  （動物監視員） 

第２２条 市長は、法第３７条の３第１項の

事務並びに第１２条の規定による犬の収容

及び第１９条の規定による立入検査又は調

査その他の動物の愛護及び管理に関する事

務を行わせるため、動物監視員を置く。 

第２２条 市長は、第１２条の規定による犬

の収容、第１９条の規定による立入検査又

は調査その他の動物の愛護及び管理に関す

る監視及び指導を行わせるため、動物監視

員を置く。 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

  
   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 


